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研究成果の概要（和文）： 
 本調査研究では、大きなリスクを内包していると思われる中国の原子力発電所と化学プラン
トを対象に現状調査を行い、社会、組織、個人それぞれのレベルにおいて事故やトラブルの発
生に係わる根本原因を、中国の発展経緯および文化的背景の基に分析した。さらに、これらの
要因を技術的基盤の構成要素に集約し、プラントシステムの安全確保に向けた共通性の高い対
策を抽出し、対策系としての共通基盤である安全文化の醸成（安全文化の概念や構成要素、評
価ツールなど）に資する各種の情報を得た。 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 4,900,000 1,470,000 6,370,000 

2008 年度 4,600,000 1,380,000 5,980,000 

2009 年度 3,400,000 1,020,000 4,420,000 

年度  

  年度  

総 計 12,900,000 3,870,000 16,770,000 

 
 
研究分野：社会科学Ｂ 
科研費の分科・細目：社会システム工学・安全システム 
キーワード：プラントシステム、安全文化、事故防止、安全管理、基盤構築、 
 
１．研究開始当初の背景 

(1) 日本を含む先進工業国は、この 20 年
余に様々な産業事故を経験し数多くの災害
防止に関わる教訓を得ている。その結果とし
て、これらに関わる防止施策も確立しつつあ
り国際的な連携も飛躍的な進展をみている。
その一翼を担う、日本においてもこれらの施
策は先進的企業では進んでおり、良好対策事
例も数多く見られてはいるが、それらに関す
る基盤技術の集約と国際的な汎用性の整備
という点では十分とは言えない。 

一方、社会的・技術的基盤の様々に異なる
東アジア地域、特に中国においては、産業安
全に関わる科学技術の蓄積は十分とは言え
ず、大規模災害リスクには依然として深刻な
状況を抱えている。具体的には、システム性
災害に対する管理責任に関して企業管理者
のコミットメントが今なお未成熟であり、急
速な工業化や科学技術の進展下で、労働者の
「安全で健康な働き方」への社会的責任の認
識もまた不足したままである。その背景に、
「利益優先の意識」、「安全文化の欠如」、「安
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全教育の形式化」、「企業倫理の未発達」など
の要因が潜んでいることはしばしば指摘さ
れるところである。 

 
(2) ただ、上記指摘事項は、ひとり中国に

おいてのみ潜在する課題ではない。発展段階
において先行したとは言え、日本においても
リスクマネジメントの開発・適用、安全文化
の醸成、リスクコミュニケーション、人材育
成、コンプライアンス、CSR の問題等々は今
日でもなお未完のまま積み残された課題と
して残っている。 

したがって、日本においては先行施策の再
点検・再構築という視点から、中国において
は現行施策の効率的推進・展開という視点に
立って、日中両国をフィールドに調査研究を
実行し、プラントシステムの安全確保に向け
た社会・技術的基盤の構築を企図する。その
結果は、中国における安全管理の推進に対し
て有益な基盤資料が提供されるばかりでな
く、この中国の情報は日本にとっても、上述
の諸問題を解決する上で、きわめて教訓的な
モデルになると考えられる。 
 
 
２．研究の目的 
中国では、従来から、プラントシステムの

安全確保や産業事故防止のための研究は、
「安全管理」と「安全技術」という二つの相
互に独立的した視点から行われてきた。そこ
で、本研究では、新たな視点として、中国の
文化を背景とした上で、安全確保のための
「社会的基盤」と「技術的基盤」の有機的融
合を果たす共通基盤の構築という視点での
調査・分析を試みる。 
 
 
３．研究の方法 
 中国の産業・安全生産に関わる政府機関や
研究部門からの資料収集や原子力発電所、化
学工場を対象とした実地調査（面接調査）、
及び日中間のシンポジウム開催などによっ
ての学術交流などを企図して研究を進める。 
 
 
４．研究成果 
（１）中国では、1978 年の改革開放以降、市
場経済を拡大させながら、ＧＤＰの成長率は
平均９％後半の高水準を維持してきた。経済
の発展は、ここ 20 年ではさらに加速し、工
業化のスピードには目覚しいものがあり、経
済の形態も大きく転換する段階となってい
る。 

しかしながら、その実態を具に見た結果に
拠れば、多くの企業が労働集約型であり、先
進的な技術や設備は乏しい状況にある。また、
農村から企業に流入した大量の労働者は知

識レベルにおいても不充分であり、彼らが安
全教育を受ける機会はほとんどないのが現
状である。したがって、安全意識はどうして
も希薄となり、必要な安全技能や素質も欠如
している。このような現状のため、事故や災
害が発生した場合にも、自分を守ることのみ
ならず、他人の救助もおぼつかないというの
が現実である。したがって、中国では産業事
故が頻発するのみならず重大災害に至る確
率もまた極めて高い。国民生活が著しく改善
される一方、毎年労災事故は多発しており、
人的・財的損失が甚大である。 
中国国家事故分析統計センターのデータ

によると、事故による死亡者数は年々増加し
ており、平均毎年約 107,600 人が死亡すると
いう。2004 年度の統計データによれば、1件
で 10 名以上が死亡した大事故は 129 件であ
る。つまり、平均３日に 1件が起こっている
ことになる。さらに、1件で 30 名以上が死亡
した重大事故は 14 件、平均１ヶ月弱に 1 件
となっている。事故による直接的な経済損失
は当該年度 GDP の２％を占めている。 
 
（２）中国における産業事故の原因分析 
①安全に関する法律が未整備であり、企業の
安全に対する責任感も未成熟である。 

 最近の 20 年間、多くの関連法規が策定さ
れてはいるが、直接、安全に関わる法律の施
策は遅れている。2002 年 11 月 1 日より「中
華人民共和国安全生産法」が実施されたが、
多くの中小企業、特に民営企業では、安全に
関する専門スタッフが乏しいため、この法律
を理解し浸透させることがとても困難な状
態にある。また、一部の企業においては安全
管理に対する認識が歪んでおり、安全監査を、
「企業へのいじめ」と受け取り、安全監督管
理部門の監査を巧みにごまかしているとい
う看過できない問題も存在する。 
 
②生産方式が遅れており、安全技術基盤が脆
弱である。 

 中国では、経済の急速な発展のためエネル
ギーの需要が急増している。そのため、エネ
ルギー産業、特に炭鉱業界は長期的にその能
力を超えた負荷を抱えたまま稼動しており、
安全確保のための人的・財的投資も遅れがち
である。加えて、安全に関わる条件を満たす
どころではない小規模炭鉱は大量に増えつ
つあり、その生産方式は極めてリスクの高い
状況にある。例えば、これらの炭鉱は、通風
や排水などの安全設備さえ設置されておら
ず、毎日危険な状態で運用されている。 
 
③安全監督管理体制が完備されておらず、監
査機構および人員も不足している。 
その原因としては、安全に対する監督管理

の機能は長期にわたって多くの異なる行政



 

 

部門に属していたこと。1996 年以降、2回の
地方政府機構の改革が行なわれたが、その機
能はさらに分離され、その人員も分散されて
しまったこと。さらには、安全技術と関連法
規を身に付けたエキスパートが元々不足し
ており、その安全監督管理体制も極めて不十
分な状態であることによる。 
 
④安全文化の構築が遅れており、社会の安全

意識も薄い。 
 安全文化の概念は、1990 年より中国に導入
されているが、安全管理部門が安全文化の構
築に人的・財的な投資をしておらず、また、
その展開についての具体的で有効な方法も
開発されていないため、安全文化は未だに一
般社会や企業組織に浸透してはいない。さら
に、安全教育研修のあり方やその体制につい
ても、「形式を重んじ、質を問わない」とい
う段階に留まっており、これが現行教育制度
の最も大きな問題点である。一例を挙げると、
中国では、安全技術者資格制度が実行されて
はいる。しかしながら、この制度は、「安全
工程師」（安全技術者）という技術資格を取
得しないと、安全管理に関わる仕事に携わる
ことができないという欠点を内包したもの
となっている。本来、この制度は全国規模で
企業の安全確保を企図するべく作られたも
のであるが、多くの地方政府に資格授与の権
限を与えたため、身内の資格制度に堕してし
まっており、資格が現実には形式に過ぎない
ものとなっている。 
 
⑤安全技術研究が少なく、安全技術研究者も

乏しい。 
 現在でも、国家自然科学研究補助金の中に
安全分野が設置されておらず、地方政府や企
業も安全科学技術に関する研究を積極的に
サポートしていない。したがって、安全管理
は「羊に逃げられてから檻を修繕する」とい
う域に留まっており、事故が発生した場合以
外は、専門家による安全診断はほとんど行わ
れていない状況にある。実態はと言えば、安
全を管轄している主管部門は世論を沸き立
たせる目的で安全フォーラムなどのイベン
ト活動のみに力を注いでおり、産業現場にお
ける具体的な安全技術への取り組みは疎か
になりがちである。政府や企業が安全技術研
究ための補助金枠をほとんど設けていない
こともあって、安全部門から離脱する技術者
が増えつつあり、人材の流失が憂うべき状態
となっている。 
 
⑥企業管理者が安全よりは利益を追求する。 
 多くの企業管理者は安全確保のための投
資の重要性と必要性に対する認識が欠如し
ており、安全管理や安全知識教育に参加せず、
安全よりは利益追求を第一としている。彼ら

は安全投資を無効な投資と考え、事故を未然
に防止することを軽視している。この事態を
もたらした最大の要因は現行の幹部管理制
度にある。この制度では企業の経済利益が幹
部昇進の非常に重要な指標となっているた
め、企業管理者は自分の任期中は生産実績に
しか関心を持たない功利主義的に陥ってい
る。 
 
（３）中国における安全確保のための共通基

盤の構築 － 安全文化の醸成 － 
①安全文化の構成要素 
「安全文化」の概念が多くの研究で以下の

ように定義されている。安全文化とは、「プ
ラントの安全問題にその重要性に相当した
注意を払うことを最優先のこととする組織
および個人の特質と態度の集合である」；「安
全に関して従業員が共有する態度、信念、認
識および価値である；「従業員、管理者、顧
客、民衆を危険で有害な状況にさらすことを
最小化することに関連した信念、基準、態度、
役割、社会技術的実践などのセットであ
る」；「行動、ポリシー、手順に表明された組
織の信念や態度である」；「個人や集団の価値、
態度、認識、効力、組織衛生や安全管理への
コミットメント、スタイル、進歩を決定する
行動のパターンなどの成果である」等々であ
る。 
 これらの定義によれば、①安全に関わる態
度・信念・価値・認識など（認知様式）や行
動パターン（行動様式）、②それらが組織に
わたって共有されている状態、さらには、③
安全文化を醸成するための活動（組織の仕組
み）といったものは「安全文化」の主な構成
要素であると考えられる。 
例えば、安全文化が高い組織とは、安全確

保のための仕組みが体系的に整備されてお
り、そして、組織メンバーがそれらの安全の
仕組みに対して肯定的な態度を示すだけで
なく積極的に関わる行動を示し、かつそのよ
うな組織メンバーの態度や行動傾向が組織
内で共有されている組織だということにな
る。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

安全確保のための仕組み
（体制・手段・活動）

安全態度・安全行動 安全態度・安全行動の
共有性

安全確保のための仕組み
（体制・手段・活動）

安全態度・安全行動 安全態度・安全行動の
共有性



 

 

②安全文化の評価モデル 
産業組織体における安全文化を総合的に

評価するための「安全文化評価ツール」
(Safety Culture Assessment Tool: SCAT)を
提案した。このツールは基本的には、安全文
化の構成三要素に基づき、安全確保の仕組み
に向けられた「組織メンバーの安全態度・安
全行動」およびそれらに対する「管理者層、
責任者層および作業者層間の層間ギャップ
（共有性）」という二つの指標から安全文化
のレベルを評価するツールである。 
さらに、上記二つの指標に基づく安全文化レ
ベルの組織総合評価を行うための枠組み
（SCAT－MAP）を考慮した。これは、縦軸に
層間ギャップ値（G得点）、横軸に項目評価値
（E 得点）を採り、これらの二つの次元から
組織の相対的位置を見出すものである。下記
の図に示しているように、G 得点と E 得点の
タイプを組み合わせることによって、安全文
化レベルに関して四つのタイプ（GE 型、Ge
型、gE 型、ge 型）が区分けされ、すべての
組織はいずれかのタイプに分類されること
が可能となる。その四つのタイプの特徴は以
下の通りである。 
 

GE 型（項目評定値も高く、層間ギャップも
小さい）：安全文化の観点からは理想的なタ
イプであるが、自己満足の可能性もある。 

Ge 型（項目評定値は低いが、層間ギャップ
は小さい）：全般的に安全態度や安全行動は
低いが、層間のギャップは小さいので、新た
な施策を導入しようとする際には組織が結
束しやすく、改善への期待は持てる。ただし、
現在は停滞している状態。 

gE 型（項目評定値は高いが、層間ギャップ
は大きい）：全般的に安全態度や安全行動は
高いが、層間のギャップは大きいのが特徴で
ある。層間の交流を増すことで相互認識の 

ギャップを取り除くことにより、組織として
結束できる可能性を持つ。ただし、現在は階
層間での不信がある。 
ge 型（項目評定値も低く、層間ギャップも

大きい）：全般的に安全態度や安全行動が低
く、層間のギャップも大きいため、大幅な組
織改革を行う必要がある。 
 
このモデル（SCAT－MAP）を作成すること

によって、組織の安全文化レベルの特定が可
能となる。そして、それぞれの組織を四タイ
プに分類することにより、安全文化に関する
組織の全体的特徴が把握されると共に、組織
間の比較も可能になる。加えて、ひとつの組
織内の各評価分野、各評価項目の結果も同様
にこの SCAT－MAP 上に表現するならば、より
詳細に組織内の脆弱点を検出することも可
能である。 
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